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平成19年12月28日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

１

ペ
ー
ジ

条
　
　
　
　
　
例

◯
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
九
四
・
分
権
改
革
推
進
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
九
五
・
障
害
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
秋
田
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
九
六
・
障
害
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

◯
秋
田
県
医
学
生
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
九
七
・
医
務
薬
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

◯
秋
田
県
工
業
化
等
促
進
条
例
及
び
工
業
等
導
入
地
区
に
お
け
る
県
税

の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
九
八
・
商

工
業
振
興
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

◯
秋
田
県
営
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
九
九
・
観
光
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12

２

弔
慰
金
の
額
を
次
の
と
お
り
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
六
条

関
係
）

３

脱
退
一
時
金
の
額
を
次
の
と
お
り
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一

六
条
の
二
関
係
）

４

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
加
入
し
て
い
る
者
に
つ
い
て

掛
金
、
弔
慰
金
及
び
脱
退
一
時
金
の
額
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（
附
則
第
三
項
〜
附
則
第
五
項
、
附
則
別
表
第
一
及
び
附
則
別
表
第
二
関

係
）

５

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

６

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し

た
。

（三）

秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例
第
四
五
号
）
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

こ

の

号

で

公

布

さ

れ

た

条

例

の

あ

ら

ま

し

◇
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
秋
田
県
条
例
第
九
四
号
）

１

権
限
移
譲
対
象
事
務
に
次
の
事
務
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

（一）

衛
生
パ
ッ
ケ
ー
ジ

（１）

浄
化
槽
の
使
用
の
廃
止
の
届
出
の
受
理
（
別
表
第
四
三
関
係
）

（２）

浄
化
槽
の
水
質
検
査
の
報
告
の
受
理
等
（
第
七
条
及
び
別
表
第
四

三
の
二
関
係
）

（二）

商
工
業
パ
ッ
ケ
ー
ジ

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
等
の
説
明
会
に
係
る
認
定
等
（
別
表
第
五

五
関
係
）

（三）

ま
ち
づ
く
り
パ
ッ
ケ
ー
ジ

特
定
路
外
駐
車
場
の
設
置
等
の
届
出
の
受
理
等
（
第
一
〇
条
及
び
別

表
第
六
六
の
二
関
係
）

２

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋

田
県
条
例
第
九
五
号
）

１

掛
金
の
額
を
次
の
と
お
り
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
八
条
及
び

別
表
関
係
）

◇
◇ 

◇
◇ 

加
入
時
又
は
口
数
追
加

加
入
時
の
年
齢
区
分

三
五
歳
未
満

三
五
歳
以
上
四
〇
歳
未
満

四
〇
歳
以
上
四
五
歳
未
満

四
五
歳
以
上
五
〇
歳
未
満

五
〇
歳
以
上
五
五
歳
未
満

五
五
歳
以
上
六
〇
歳
未
満

改
　
正
　
前

三
、
五
〇
〇
円

四
、
五
〇
〇
円

六
、
〇
〇
〇
円

七
、
四
〇
〇
円

八
、
九
〇
〇
円

一
〇
、
八
〇
〇
円

掛
　
　
金
　
　
月
　
　
額

改
　
正
　
後

九
、
三
〇
〇
円

一
一
、
四
〇
〇
円

一
四
、
三
〇
〇
円

一
七
、
三
〇
〇
円

一
八
、
八
〇
〇
円

二
〇
、
七
〇
〇
円

六
〇
歳
以
上
六
五
歳
未
満

一
三
、
三
〇
〇
円

二
三
、
三
〇
〇
円

加
入
期
間
又
は
口
数

追

加

加

入

期

間

一
年
以
上
五
年
未
満

五
年
以
上
二
〇
年
未

満二
〇
年
以
上

改
　

正

前

二
〇
、
〇
〇
〇
円

五
〇
、
〇
〇
〇
円

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

弔
　
　
　
　
　
慰
　
　
　
　
　
金

改
　

正

後

五
〇
、
〇
〇
〇
円

一
二
五
、
〇
〇
〇
円

二
五
〇
、
〇
〇
〇
円

加
入
期
間
又
は
口
数

追

加

加

入

期

間

五
年
以
上
一
〇
年
未

満一
〇
年
以
上
二
〇
年

未
満

二
〇
年
以
上

改
　

正

前

三
〇
、
〇
〇
〇
円

五
〇
、
〇
〇
〇
円

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

脱
　
　
退
　
　
一
　
　
時
　
　
金

改
　

正

後

七
五
、
〇
〇
〇
円

一
二
五
、
〇
〇
〇
円

二
五
〇
、
〇
〇
〇
円
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２

県
条
例
第
九
六
号
）

１

秋
田
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
位
置
を
秋
田
市
中
通
二
丁
目
一
番

五
一
号
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

２

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
医
学
生
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田

県
条
例
第
九
七
号
）

１

県
外
の
高
等
学
校
を
卒
業
見
込
み
の
者
で
大
学
の
医
学
の
課
程
に
入
学

す
る
手
続
を
終
え
た
も
の
を
医
学
生
修
学
資
金
の
貸
与
の
対
象
者
と
す
る

こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
）

２

継
続
従
事
期
間
の
う
ち
一
定
の
期
間
知
事
が
指
定
す
る
県
内
の
公
的
医

療
機
関
等
に
お
い
て
医
師
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
を
医
学
生
修
学
資
金

の
返
還
債
務
の
免
除
の
要
件
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
九
条
関
係
）

３

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

４

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
秋
田
県
工
業
化
等
促
進
条
例
及
び
工
業
等
導
入
地
区
に
お
け
る
県
税
の
課

税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
九
八

号
）

１

秋
田
県
工
業
化
等
促
進
条
例
（
昭
和
三
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
七
号
）

の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活

性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
九
年
法
律
第
四
〇
号
）
第
一
五
条
第
二
項

に
規
定
す
る
承
認
企
業
立
地
計
画
に
従
っ
て
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
区
域
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
の
た
め
の
施
設
を
新

設
し
、
又
は
増
設
す
る
者
に
対
し
て
、
不
動
産
取
得
税
及
び
固
定
資
産
税

の
課
税
免
除
を
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
）

２

工
業
等
導
入
地
区
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

五
九
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

（一）

題
名
を
工
業
等
導
入
地
区
及
び
同
意
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課

税
免
除
に
関
す
る
条
例
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

１
の
課
税
免
除
に
関
し
て
、
対
象
と
な
る
施
設
及
び
申
告
方
法
を
定

め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
）

（三）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

不
動
産
取
得
税
の
課
税
免
除
は
、
平
成
一
九
年
七
月
三
〇
日
以
後
の

不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
す

る
こ
と
と
し
た
。

（三）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
秋
田
県
営
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
秋
田
県
条
例
第
九
九
号
）

１

秋
田
県
営
矢
島
ス
ポ
ー
ツ
宿
泊
セ
ン
タ
ー
に
係
る
規
定
を
削
る
こ
と
と

し
た
。
（
第
二
条
、
第
三
条
及
び
別
表
関
係
）

２

施
行
期
日

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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◇
◇ 

◇
◇ 

◇
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